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都市計画法第 34 条第 14 号及び同法施行令第 36 条第 1 項 

第 3 号ホの取扱いについて（山形県開発審査会提案基準） 

 

旧  昭和 50年 4 月 1 日 制定 

昭和 61年 2 月 10日 廃止 

現行 昭和 61年 2 月 10日 制定 

昭和 62年 9 月 22日 改正 

昭和 63年 11月 22日 改正 

平成 6 年 12月 14日 改正 

平成 11年 4 月 1 日 改正 

平成 13年 5 月 18日 改正 

平成 14年 4 月 1 日 改正 

平成 16年 4 月 1 日 改正 

平成 18年 11月 29日 改正 

平成 19年 11月 28日 改正 

平成 20年 8 月 1 日 改正 

平成 21年 5 月 29日 改正 

平成 24年 4 月 1 日 改正 

平成 24年 10月 9 日 改正 

平成 25年 5 月 20日 改正 

平成 27年 4 月 1 日 改正 

平成 27年 10月 15日 改正 

平成 28年 5 月 20日 改正 

                                   平成 29年 12月 5 日 改正 

平成 31年 1 月 10日 改正 

令和 5 年 9 月 28日 改正 

 

 次に掲げる項目のいずれかに該当する申請は、山形県開発審査会に付議することができるものとする。 

 

第１（農家からの独立住宅） 

 農家（10アール以上の農地につき耕作の業務を営む者のうち、農業委員会がその就農状況、営農形態

等を総合的に判断し、農業者として認めたものをいう。）と同一の世帯を構成し、又は構成していた３

親等以内の血族が独立する場合の自己居住用住宅で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 申請地は、次のいずれかに該当すること。 

(1) 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張され

る以前（以下「法適用以前」という。）から、当該農家が所有している土地であること。 

(2) 当該区域区分に関する都市計画の決定後、前号に該当する土地が換地、交換分合、収用対象事業

となり、その代替地として取得した土地であること。 

２ 当該農家世帯が、独立させるのに必要な土地を市街化区域内に保有していないこと。 

３ 申請地は、既存集落内又はその外縁部であること。 

４ 敷地面積は、原則として 200㎡以上 500㎡未満であること。 

５ 独立して世帯を構成する合理的事情を有するものであること。 

 

第２（指定集落内居住者の独立住宅） 

 知事が別に定める集落（以下「指定集落」という。）内に法適用以前から居住する者の３親等以内の

血族が独立する場合の自己居住用住宅で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 申請者は、法適用以前から指定集落に生活の本拠を有する 世帯の構成員であること。 

２ 申請地は、当該世帯の居住する指定集落と同一の集落内にあること。 

３ 敷地面積は、原則として 200㎡以上 500㎡未満であること。 

        指定集落…天童市蔵増・高櫤・荒谷 

                          の一部 

             酒田市本楯 
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第３（収用対象事業等による移転） 

 建築物又は第１種特定工作物（以下「建築物等」という。）を移転しなければならない場合で、次の

各項のいずれにも該当するもの 

１ 移転の原因が次のいずれかに該当すること。 

(1) 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第３条に規定する収用対象事業の施行により、当該建築

物等を移転しなければならない場合 

(2) 土地区画整理法（昭和 29年法律第 119号）第２条に規定する土地区画整理事業に係る同法第 109

条に規定する減価補償金の交付を受けて移転する場合 

(3) 工場等であって、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」という。）第 12 条に規定す

る市街地開発事業の施行により、当該建築物等が直接に法第４条第６号に規定する都市計画施設に

かかるため、移転しなければならない場合 

２ 市街化区域内に適地を確保することが困難であるとして、起業者において適切な土地を斡
あっ

旋する場

合等やむを得ないものであること。 

３ 敷地面積が、従前地の 1.5倍を超えないこと。ただし、移転後の敷地面積が 500㎡を超えない場合

は、この限りでない。 

４ 建築物等の用途は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）別表第２(に)項第３号、同表(ほ)項第

２号及び第３号、同表(へ)項第３号並びに同表(り)項第２号及び第３号に規定する建築物のいずれに

も該当しないもの 

５ 建築物等の構造及び用途は、従前のものと原則として同一とし、規模は従前の延べ床面積の 1.5倍

を超えないこと。 

 

第４（市街化調整区域内事業所の社宅等） 

 市街化調整区域内に存する事業所において業務に従事する者が利用する住宅、寮、保育施設（以下「社

宅等」という。）で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 次のいずれかに該当する事業所であること。 

(1) 法第 34条第１号から第 14号までの規定に該当し開発許可を受け、建築されたもの 

(2) 法第 29 条第１項ただし書の規定により開発許可不要とされ、建築されたもの（平成 19 年 11 月

30日改正前の法第 29条第１項第３項の規定に該当し開発許可不要とされ、建築された社会福祉施

設、医療施設及び学校を含む。） 

(3) 法第 43条第１項ただし書の規定により建築許可不要とされ、建築されたもの（平成 13年５月 18

日改正前の法第 43 条第１項第６号の規定による既存宅地の確認を受けることにより建築許可不要

とされ、建築されたものを含む。） 

(4) 法適用以前から当該市街化調整区域に存するもの 

２ 事業所の立地条件、事業の操業方式、就業体制、雇用形態等により社宅等の必要性があること。 

３ 当該社宅等の規模が事業所の敷地に比して過大なものでないこと。 

４ 当該社宅等の敷地が事業所の敷地内又は事業所の敷地に隣接若しくは近接している土地であるこ

と。 

 

第５（既存の権利地） 

 法第 34条第 13号の規定による既存の権利を期限内に行使できなかった者又は届出の手続をしなかっ

た者及びそれらの者から１親等以内の者で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 当該都市計画区域内に自己用住宅を現に有していないものであること。事業所又は第１種特定工作

物にあっても同様とする。 

２ 法適用以前から所有権を有していた土地であること。 

３ 開発行為の目的が自己の居住用又は業務用であること。 

４ 申請地は、既存集落内又はその外縁部であること。 
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第６（廃自動車の既存解体作業場） 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14年法律第 87号）附則第１条本文に掲げる規定の施

行（平成 15年１月 11日）の際、現に市街化調整区域内の事業所において 使用済自動車又は解体自動

車に係る解体業又は破砕業に該当する事業を行っていた者が、同法第 60条第１項又は第 67条第１項の

規定による解体業又は破砕業の許可を取得するために建築する建築物で、次の各項のいずれにも該当す

るもの 

１ 予定建築物は、解体業又は破砕業に該当する事業に係る既存の事業所敷地内に建築するものである

こと。 

２ 予定建築物は、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則（平成 14 年経済産業省・環境省

令第７号）第 57 条第１号ニ(4)若しくは同号ホ(2)又は第 62 条第１号ニ(3)に規定する基準に適合す

るために建築するものであること。 

 

第７（自己居住用住宅の敷地拡張） 

 自己居住用住宅の敷地を隣接地（一体的土地利用のできる近接地に付属建築物を建築する場合を含

む。）へ拡張する場合で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 増改築される建築物は、自己居住用住宅であること。 

２ 敷地面積は、原則として 500㎡未満であること。 

 

第８（公共的建築物、準公益建築物） 

 地区集会所その他法第 29 条第１項第３号に規定する建築物に準ずる建築物を建築することがやむを

得ないと認められる開発行為で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 当該開発主体は、市町村又は公共的団体等であること。 

２ 申請地は、既存集落内又はその外縁部であること。 

 

第９（宗教活動施設） 

 宗教団体が自己の宗教活動に必要な建築物を建築する場合で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 「宗教団体」とは、宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第２条に規定する宗教団体で、同法第

12条に基づく所轄庁の認証を受け、設立登記済みであること。 

２ 宗教活動に必要な建築物の範囲は、当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常

の宗教的生活に関連した施設で、地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂その他当該宗教法人の

行う儀式、教化育成のための施設及びこれに付随する社務所、庫裏等であり、宿泊施設及び休憩施設

は含まないものとする。 

 

第 10（研究施設） 

 研究施設で、その研究対象が市街化調整区域に存すること等の理由により、当該市街化調整区域に建

設することがやむを得ないと認められるもの 

 

第 11（日用雑貨品店等併用住宅） 

 市街化調整区域内に居住している者の日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理等を営む店舗、

事業所等併用住宅（自己用住宅）のうち、次の各項のいずれにも該当するもの。なお、併用住宅には同

一敷地内に店舗等と住宅部分が別棟として建築されるものを含むものとする。 

１ 店舗等の内容は、法第 34条第１号に該当するものであること。 

２ 申請者が開発区域外に住宅を所有していないこと。 

３ 申請地は、既存集落内又はその外縁部であること。 

４ 敷地面積は、1,000㎡未満であること。 

５ 店舗等と住宅部分が同じ棟となっている場合においては、入口等が各々に設けられている等独立し
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て利用される構造となっていること。 

 

第 12（自己業務用の既存建築物の拡張、移転） 

自己業務用の建築物の敷地をやむを得ない理由で拡張又は移転するもので、次の各項のいずれにも該

当するもの 

１ 当該建築物は、次のいずれにも該当しないこと。 

(1) 法第 34条第１号に該当するもの 

(2) 前号の店舗併用住宅 

(3) 本提案基準第 28該当により許可されたもの 

２ 既存建築物は、適法に建築されたものであること。 

３ 直前の許可（法適用以前建築物については、区域区分の時）から３年以上経過していること。 

４ 開発後の敷地面積は、既存敷地面積の３倍を超えないこと。なお、既存事業所敷地を継続して使用

する場合は、当該敷地の面積を算入するものとする。 

５ 開発区域と既存事業所は、昭和 28年９月 30日当時の行政区域において同一市町村を構成する土地

の区域又は現在の同一の小学校の学区（以下「同一旧町村等」という。）内にあること。 

６ 周辺の環境を害するおそれのないものであること。 

７ 移転する場合にあっては、既存建築物は、当該市街化調整区域にあること。 

 

第 13（同一旧町村等内居住者の自己用住宅） 

同一旧町村等内において建築する自己居住用住宅で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 申請者が次のいずれかに該当する者であること。 

(1) 申請地が存する指定集落内に現に生活の本拠を有することが公的証明により確認できる者であ

ること。 

(2) 申請地が存する同一旧町村等内の市街化調整区域に現に生活の本拠を有し、かつ、10年以上生活

の本拠を有することが公的証明により確認できる者であること。 

(3) 申請地が存する同一旧町村等内の市街化調整区域に現に生活の本拠を有する者と３親等以内の

血族であり、かつ、当該区域に 10 年以上生活の本拠を有した経歴があることが公的証明により確

認できる者であること。 

２ 自己居住用の一戸建専用住宅であること。 

３ 現在居住している住宅について、過密、狭小、被災、立退き、借家等社会通念に照らし、新規に建

築することがやむを得ないと認められる場合であること。 

４ 敷地面積は、原則として 200㎡以上 500㎡未満であること。 

５ 申請地は、既存集落内又はその外縁部にあること。 

 

第 14（指定集落内居住者の小規模事業所等） 

指定集落内において建築する建築物で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 申請者は、指定集落内に生活の本拠を有していること。 

２ 予定建築物の用途は、工場、事務所、店舗又は運動レジャー施設であること。 

３ 開発区域の面積は、1,000 ㎡未満であること。なお、店舗については、予定建築物の延べ床面積が

500㎡未満であること。 

４ 自己の生計を維持するために必要とする自己の業務の用に供する建築物であって、その経営形態、

運営管理上の観点から当該集落に建築することがやむを得ないと認められるもの 
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第 15（公害等による移転） 

騒音、悪臭、振動等により住民から工場等の移転が強く要請されている場合であって、市街化区域に

おいて事業を行うことが困難又は著しく不適当なもので、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 建築基準法第３条第２項の規定による既存不適格建築物であること。 

２ 小規模企業共済法（昭和 40 年法律第 102 号）第２条に規定される小規模企業者であり、常時使用

する従業員の過半数が民法（明治 29年法律第 89号）第 725条に規定する親族で占められるもの 

３ 当該敷地の面積が基準時における敷地の面積の 1.5倍を超えないこと。 

 

第 16（土地区画整理済地） 

土地区画整理事業の施行された土地の区域内における建築物等 

 

第 17（危険地域からの移転） 

建築基準法第 39 条第１項の規定による災害危険区域等に存する建築物の移転で、次の各項のいずれ

かに該当するもの 

１ がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転 

２ 地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第 24 条第３項の規定による協議を経た関連事業計画

に基づく移転 

３ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57号）第 26

条第１項の勧告に基づく移転 

４ 建築基準法第 10条第１項の命令に基づく移転 

５ その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく第１項から前項までと同等と認められる移転 

 

第 18（法適用以前から既に宅地であった土地における住宅の建築及び宅地分譲） 

法適用以前から既に宅地であったことが公的証明により確認できる土地における開発行為又は建築

行為で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 市街化区域に隣接している区域内の土地であるか又は市街化区域から概ね 1,000ｍ以内の区域内に

存する土地であること。 

２ 概ね 50 戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土地で、次に掲げる要件のいずれかに該

当する土地であること。 

(1) 建築物の敷地が概ね 50ｍ以内の間隔で、50 戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土

地であること。 

(2) 半径 150ｍ程度の区域に概ね 50 戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土地であるこ

と。 

(3) ３ha程度以内の区域に概ね 50戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土地であること。 

３ 複数の区画に分割して利用する場合にあっては、敷地の規模、形状等から一の建築物の敷地として

行う建築行為より、一層好ましい住宅地形成ができると判断される土地利用であること。 

４ 予定建築物の用途は、一戸建専用住宅であること。 

５ 予定建築物の高さ、建ぺい率、容積率及び斜線制限は第１種中高層住居専用地域における制限に適

合するものであること。 

６ 開発行為により設置される公共施設は、原則として地元市町村が管理、帰属すること。 

７ １区画の敷地面積は、200㎡以上であること。 

 

第 19（１ha未満のスポーツ施設） 

面積１ha未満の野球場、テニスコートその他運動、レジャー施設及び墓園等の第２種特定工作物に類

する工作物の管理用建築物 
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第 19の２（風力発電施設等の管理用建築物等） 

風力発電機及び太陽光発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置する施設である建築物 

 

第 20（レクリエーション施設） 

自然的土地利用と調和の取れたレクリエーション施設を構成する建築物で、次の各項のいずれかに該

当するもの 

１ 自然休養村整備事業を推進するに当たって必要最小限不可欠の施設である建築物 

２ キャンプ場、スキー場等第２種特定工作物に該当しない運動、レジャー施設であって、地域におけ

る土地利用計画上支障がないものの管理又は利用上必要最小限不可欠である建築物 

３ 第２種特定工作物の利用増進上宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判断して当

該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建築物 

 

第 21（区域区分の時点で造成中のもの） 

区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際

に、現に造成中である宅地については、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 法適用以前に開発を概成した土地であること。 

２ 原則として、開発者が法適用以前から所有していた土地であること。 

３ 設置される公共施設等は、法第 33 条の規定による技術基準に適合していること。ただし、現地の

状況等やむを得ない場合で、次のいずれにも該当する場合については、緩和措置を講じることができ

る。 

(1) 道路については、建築基準法に規定する道路の基準に適合するものであること。 

(2) 家庭雑排水については、流末処理又は各家庭内浄化槽で処理して排出すること。 

 

第 22（公営住宅） 

指定集落において、その集落及び周辺地域に居住している者を対象として、市町村が建設する公営住

宅法（昭和 26 年法律第 193 号）第２条第２号に規定する公営住宅で、規模が地域の入居対象者数を勘

案して適切なもの 

 

第 23（地域振興のための工場等） 

人口が減少し、かつ、産業が停滞していると認められ、別に知事が定める市町村において立地し、地

域振興に寄与する工場等のうち、当該市町村の市街化区域内に適地がなく、次の各項のいずれかに該当

するもの 

１ 開発区域周辺の労働力を必要とすること。 

２ 優れた自然環境を必要とすること。 

３ 空港、高速道路のインターチェンジ等に隣接、近接することを必要とすること。 

 

第 23の２（農産物の直売所等） 

主として市街化調整区域内において生産された農産物またはこれらを加工したものを販売する直売

所で、次のいずれにも該当するもの 

１ 申請者は農業者、農業者で組織する団体又は農業協同組合であり、市街化区域内に適地がないと認

められること。 

２ 建築物の敷地面積は 500㎡以内、売場又は加工場の建物床面積は計 100㎡以内でこれに若干の附属

施設を加えたものであること。 
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第 23の３（地域経済牽引事業の用に供する施設） 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19年法律第 40号）第

14 条第２項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第 11 条第２項第１号に規定する土地

利用調整区域内において整備される同法第 13条第３項第１号に規定する施設 

 

第 24（特定流通業務施設） 

１ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成 17年法律第 85号。以下「物流総合効率化

法」という。）第５条第２項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第２条第３号に規定す

る特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２

条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第６項の特別積合せ貨物運送に該当しない

ものの用に供される施設又は倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第２条第２項に規定する倉庫業の

用に供する同条第１項に規定する倉庫であること。 

２ 物流総合効率化法第４条第５項に基づく都道府県知事からの意見聴取において、当該特定流通業務

施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困

難又は著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であること。 

 

第 25（有料老人ホーム） 

老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 29条第１項に規定する有料老人ホームのうち、設置及び運

営が国の定める基準等に適合する優良なもので、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 有料老人ホームに係る権利関係は、利用権方式又は賃貸権方式とし、分譲方式は認めない。 

２ 市街化区域内に立地することが困難、又は市街化調整区域に立地する病院等医療、介護機能と密接

に連携しつつ立地するもの 

３ 管轄市町村長が福祉施策等の観点から立地について承認を与えたもの 

 

第 26（介護老人保健施設） 

介護老人保健施設（社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第２条第３項第 10 号に規定する第２種社

会福祉事業の用に供されるものを除く。）で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 協力病院が申請地の近隣に所在する場合等、介護老人保健施設を市街化調整区域に立地させること

がやむを得ないと認められるもの 

２ 介護老人保健施設の開設の許可が確実に見込まれるもの 

 

第 26の２（優良田園住宅） 

優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成 10年法律第 41号）第４条第１項の規定による認定を

受けた優良田園住宅建設計画に基づいて行われる開発行為 

 

第 27（法第 43条の許可を受けて建築された建築物の用途変更） 

既存建築物の用途変更で次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 既存建築物は現在適正に利用されているものであって、次の各号のいずれかに該当するものである

こと。 

(1) 法第 29 条第１項ただし書の規定により開発許可不要とされ、建築されたもの（平成 19 年 11 月

30 日改正前の法第 29 条第１項第３項の規定に該当し開発許可不要とされ、建築された社会福祉施

設、医療施設及び学校を含む。） 

(2) 法第 43条第１項に基づく許可を受けて建築されたもの 

(3) 法第 43条第１項ただし書の規定により建築許可不要とされ、建築されたもの（平成 13年５月 18

日改正前の法第 43 条第１項第６号の規定による既存宅地の確認を受けることにより建築許可不要

とされ、建築されたものを含む。） 
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(4) 法適用以前から存するもの 

２ 既存建築物の敷地内において用途変更する場合で、次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 自己居住用の専用住宅の用途に変更する場合にあっては、住宅を取得しようとする者が現在居住

している住居について、過密、狭小、被災、立退き、借家等社会通念に照らし、転入することがや

むを得ないと認められる場合又は現に他目的で利用している者が引き続き当該建築物を利用する

場合（改築を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 前項各号に掲げる建築物の完成（許可を受け、又は、許可不要とされ、前項第１号から第３号

までに掲げる建築物を建築した者（以下、「許可を受けた者等」という。）に責がない場合で、建

築着工後原状に復することが著しく困難であると認められる段階にあるものを含む。）後に、許

可を受けた者等又はその主たる生計維持者等について、死亡、重大な疾病、破産、倒産等が発生

し、それにより当該建築物の用途を変更することが真にやむを得ないと認められるもの 

イ 前項各号に掲げる建築物の完成後、適正に 10年以上利用されたもの 

(2) 前号ア又はイのいずれかに該当する自己居住用の専用住宅を用途変更する場合にあっては、次の

いずれかに該当するもの 

ア 個人に係る要件に基づき、法第 29 条第１項ただし書により許可不要とされた農林漁業を営む

者の居住の用に供する建築物、本提案基準第１に該当するものとして許可を受けた住宅を譲渡等

するもの 

イ 非自己居住用にするもの 

(3) 前項各号に掲げる建築物の敷地を宅地分譲する場合にあっては、第１号ア又はイのいずれかに該

当し、かつ、本提案基準第 18各項の要件に該当するもの 

(4) 自己居住用以外の用途の前項各号に掲げる建築物を、自己居住用以外の用途に変更する場合にあ

っては、用途変更後の営業活動が従業員数、来客数、営業規模等から総合的に判断して従前のそれ

と同程度以下であり、新たに周辺の市街化を促進するおそれがないと認められる建築物の用途の変

更（改築及び賃貸によるものを含む。）であって、次のいずれにも該当するもの 

ア 当該建築物等が、倒産等に起因する処分物件（建築物のない場合にあっては、競売物件）又は

その完成後、適正に 10年以上利用されたものであること。 

イ 騒音、公害等の発生のおそれがある場合については、隣接者の同意が得られること。 

 

第 28（最低限必要な管理施設の設置） 

資機材置場等を管理するために最低限必要な建築物の建築で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 設置する者は、営業の本拠たる施設を当該土地以外の場所に有していること。 

２ 建築物は、管理の対象となる土地に対して１棟を超えないこと。 

３ 建築物の構造は、木造等による簡易なものであること。 

４ 開発区域は、管理施設設置のため最低限必要な面積とし、開発区域外の道路に接続するための通路

部分を除いた面積は、20㎡以下であること。 

 

第 29（許可不要で行った開発行為の区域内における建築） 

平成 19年 11月 30日前に、国、都道府県、法第 29条第１項の指定都市等（以下「指定都市等」とい

う。）、法第 33 条第６項の事務処理市町村（以下「事務処理市町村」という。）、都道府県、指定都

市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場

事務組合若しくは港務局又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発

事業団が行った開発行為の区域内における建築物及び第１種特定工作物の建築 

ただし、建築される建築物及び第１種特定工作物の用途は、当該開発行為を行った目的に合致すると

認められるものに限る。 
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第 30（社会福祉施設） 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、同条第 10項に

規定する小規模保育事業若しくは同条第 12項に規定する事業所内保育事業、社会福祉法（昭和 26年法

律第 45号）第２条に規定する社会福祉事業又は更正保護事業法（平成７年法律第 86号）第２条第１項

に規定する更正保護事業の用に供する施設（以下「社会福祉施設」という。）であって、次の各項のい

ずれにも該当するもの 

１ 別表第１の「法第 34条第 14号該当」欄に△が付してあるもの 

２ 設置及び運営が国及び所管地方公共団体の定める基準に適合するもので、その位置、規模等からみ

て周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、所管地方公共団体の福祉施策の観点から

支障がないことについて調整がとれたもののうち、以下の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの

であること。 

(1) 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社会福祉施

設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要がある場合 

(2) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合 

(3) 当該施設が提供するサービスの特性から、例えば、当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と

認められる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場合 

 

第 31（医療施設） 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所

又は同法第２条第１項に規定する助産所であって、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 別表第２の「法第 34条第 14号該当」欄に△又は▲が付してあるもの。ただし、▲が付してある施

設については、現に市街化区域に立地する施設が当該敷地と連続する市街化調整区域に敷地を拡張す

る場合などやむを得ないと認められる場合に限る。 

２ 設置及び運営が国及び所管地方公共団体の定める基準に適合する優良なものであり、その位置、規

模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、所管地方公共団体の医療施策

の観点から支障がないことについて調整がとれたもののうち、以下の(1)から(3)までのいずれかに該

当するものであること。 

(1) 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、当該開発区域周辺

の交通基盤等の活用が必要と認められる場合 

(2) 当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他の療養環境が必要と

認められる場合 

(3) 病床過剰地域に設置された医療施設が、病床不足地域に移転する場合 

 

第 32（学校） 

学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校、同法第 124条に規定する専修学校又は

同法第 134条第１項に規定する各種学校の用に供する施設のうち、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 別表第３の「法第 34条第 14号該当」欄に△又は▲が付してあるもの。ただし、▲が付してある施

設については、現に市街化区域に立地する施設が当該敷地と連続する市街化調整区域に敷地を拡張す

る場合などやむを得ないと認められる場合に限る。 

２ その設置目的から、主として開発区域の周辺の居住者以外の利用を想定している学校のうち、教育

環境の確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であることなどから、市街化調整区域

に立地させることがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街化

を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を含む文教施策の観点から支障がないこと

について調整がとれたもの 
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第 33（空港周辺のレンタカー事業所） 

市街化調整区域内に存する空港の周辺において、道路交通法（昭和 26年法律第 183号）第 80条第１

項の規定による許可を受けて自家用自動車有償貸渡業を行う事業所（以下「レンタカー事業所」という。）

で、次の各項のいずれにも該当するもの 

１ 当該空港を発着する航空機の利用客を主たるサービス対象とするレンタカー事業所であること。 

２ レンタカー事業所の敷地が当該空港に隣接又は近接している土地であること。 

３ レンタカー事業所の立地により、周辺の交通等に著しい支障が生じるおそれがないと認められるも

のであること。 

 

第 34（護岸等の整備を伴う土地造成） 

市街化区域において護岸、擁壁その他これらに類する構造物（以下「護岸等」という。）の整備を伴

う土地造成を行おうとする場合で、土地造成に必要不可欠な護岸等が市街化調整区域にかかることがや

むを得ないと認められるもの 
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別表第１ 

社会福祉施設 

 
種類 施設の概要 

法第34条 

第 1号該当 

法第34条 

第14号該当 

生
活
保
護
法 

救護施設 身体上又は精神上の著しい障害があるために日常生活を営むことが

困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施

設 

× △ 

 

更生施設 身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保

護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 

× △ 

 

医療保護 

施設 

医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的

とする施設 

× △ 

 

授産施設 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限ら

れている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機

会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設 

× △ 

宿所提供 

施施設 

住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的と

する施設 

× △ 

更生保護事業 

法による更生 

保護施設 

被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿

泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するもの 

× △ 

隣保事業に供 

する施設 

無料又は低額な料金で利用させ、その近隣地域における住民の生活

の改善及び向上を図るために設けられる隣保館等の施設 

× △ 

児
童
福
祉
法 

                                                        乳児院 

 

乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必

要のある場合には、幼児を含む。）を入院させて、これを養育し、あ

わせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とす

る施設 

× △ 

母子生活 

支援施設 

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監

護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これ

らの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した

者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 

× △ 

児童養護 

施設 

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保

その他の理由により特に必用のある場合には、乳児を含む。）、虐待

されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これ

を養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための

援助を行うことを目的とする施設 

× △ 

障害児入所 

施設 

障害児を入所させて、これを保護し、又は治療するとともに、独立

自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設 

× △ 

児童発達 

支援セン 

ター 

障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的な

動作の指導、又は治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を

与えることを目的とする施設 

× △ 

障害児通所 

支援に供す 

る施設 

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保

育所等訪問支援を行う事業に供する施設 

× △ 

障害児相 

談支援事 

業に供す 

る施設 

障害児相談支援（障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助）

を行う事業に供する施設 

× △ 

情緒障害 

児短期治 

療施設 

軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の

下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者につい

て相談その他の援助を行うことを目的とする施設 

× △ 

児童自立 

支援施設 

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の

環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護

者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、

その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助

を行うことを目的とする施設 

× △ 

助産施設 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を

受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせること

を目的とする施設 

× △ 
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保育所 日々保護者の委託を受けて、子ども・子育て支援法で定める事由に

より家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼

児（以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。）を保育するこ

とを目的とする施設（利用定員が 20人以上であるものに限り、幼保

連携型認定こども園を除く。） 

○ △ 

家庭的保 

育事業に

供する施

設 

保育を必要とする満３歳未満の乳児・幼児について、家庭的保育者

の居宅その他の場所（当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除

く。）において、家庭的保育者による保育を行う事業に供する施設、

又は保育体制の整備状況その他の地域の事業を勘案して保育が必要

と認められる満３歳以上の児童について、家庭的保育者の居宅その

他の場所（当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。）にお

いて、家庭的保育者による保育を行う事業に供する施設（利用定員

が５人以下であるものに限る。） 

○ △ 

小規模保 

育事業に

供する施

設 

保育を必要とする満３歳未満の乳児・幼児を保育することを目的と

する施設、又は保育体制の整備状況その他の地域の事業を勘案して

保育が必要と認められる満３歳以上の児童を保育することを目的と

する施設（利用定員が６人以上 19人以下であるものに限る。） 

○ △ 

事業所内 

保育事業

に供する

施設 

雇用する労働者等が監護している保育を必要とする満３歳未満の乳

児・幼児及びその他の乳児・幼児を保育するために事業主等が設置

する施設、又は保育体制の整備状況その他の地域の事業を勘案して

保育が必要と認められる満３歳以上の児童を保育するために事業主

等が設置する施設 

○ △ 

児童厚生 

施設 

児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、

又は情操をゆたかにすることを目的とする施設 

○ △ 

児童家庭 

支援セン 

ター 

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭そ

の他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに

応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助

言その他必要な援助を行うほか、指導を行い、あわせて児童相談所、

児童福祉施設等との連絡調整その他の援助を総合的に行うことを目

的とする施設 

× △ 

児童自立 

生活援助 

事業に供 

する施設 

児童の自立支援を図る観点から、義務教育後、児童養護施設等を対

処し、就職する児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住

居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業

の支援を行い、あわせて援助の実施を解除された者への相談その他

の援助を行う事業に供する施設（自立援助ホーム） 

× △ 

小規模住 

居型児童 

養育事業 

に供する 

施設 

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認

められる児童に対し、養育者（里親を除く）の住居において、児童

間の相互作用を生かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活

習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の

自立を支援する事業に供する施設（ファミリーホーム） 

× △ 

放課後児 

童健全育 

成事業に 

供する施設 

小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼

間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利

用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事

業に供する施設 

○ △ 

子育て短 

期支援事 

業に供す 

る施設 

保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが

一時的に困難となった児童について、児童養護施設その他の施設に

入所させ、必要な保護を行う事業に供する施設 

× △ 

 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等 

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律 

幼保連携 

型認定こ 

ども園 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の

幼児に対する教育並びに保育を必要とする乳児・幼児に対する保育

を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られる

よう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保

護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする施設 

○ △ 
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売春防止法に 

よる婦人保護 

施設 

要保護女子を収容保護するための施設 × △ 

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法 

母子家庭 

等日常生 

活支援事 

業に供す 

る施設 

配偶者のない者で現に児童を扶養しているものがそれらの者の疾病

その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるとき

は、それらの者の居宅その他省令で定める場所において、乳幼児の

保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び

生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜

を供与する事業に供する施設 

× △ 

寡婦日常 

生活支援 

事業に供 

する施設 

寡婦の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認めら

れるときに、居宅その他省令で定める場所において食事の世話若し

くは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その

他の日常生活等を営むのに必要な便宜を供与する事業に供する施設 

× △ 

母子・父子 

福祉施設 

母子・父子福祉センター（無料又は低額な料金で、母子家庭等に対

して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行

う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的

とする施設とする。）及び母子・父子休養ホーム（無料又は低額な料

金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための

便宜を供与することを目的とする施設） 

× △ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等 

障害者支 

援施設 

 

障害者につき、施設入所支援（施設に入所する障害者につき主に夜

間に入浴、排泄又は食事の介護その他の便宜供与）を行うとともに、

施設入所支援以外の施設障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援）を行う施設 

× △ 

障害者福祉 

サービス事

業に供する

施設 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介

護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、共同生活援助を行う事業に供する施設 

× △ 

相談支援 

事業に供 

する施設 

一般相談支援事業、特定相談支援事業、その他の相談支援事業に供

する施設 

× △ 

移動支援 

事業に供 

する施設 

障害者が円滑に外出できるよう支援する事業に供する施設 × △ 

地域活動 

支援セン 

ター 

障害者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との

交流その他の便宜供与を行う施設 

× △ 

福祉ホー 

ム 

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で居室その他の設

備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設 

× △ 

身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助

犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、

盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者の更生相談事業に供

する施設 

× △ 

知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談事業に供する施設 × △ 

老
人
福
祉
法 

                                                                                     養護老人 

ホーム 

 

65 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由（政令で定め

るものに限る。）により居宅において養護を受けることが困難なもの

を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、

社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行

うことを目的とする施設 

× △ 

特別養護 

老人ホー 

ム 

65 歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために

常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困

難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密

着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著し

く困難であると認める者、又は介護保険法の規定による地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費

若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に

係る者その他政令で定める者を入所させ、養護することを目的とす

る施設 

○地域 

密着型 

施設 

△ 
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軽費老人 

ホーム 

無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生

活上必要な便宜を供与することを目的とする施設 

× △ 

老人居宅 

介護等事 

業に供す 

る施設 

65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常

生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保

険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（省

令で定める部分に限る。）、夜間対応型訪問介護又は第１号訪問事業

を利用することが著しく困難であると認める者、又は介護保険法の

規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介

護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これ

らの者の居宅において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生

活を営むのに必要な便宜であって省令で定めるものを供与する事業

又は居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支

援被保険者等の居宅において、省令で定める基準に従って、省令で

定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業に供する施設 

○地域 

密着型 

施設 

△ 

老人デイ 

サービス 

事業に供 

する施設 

65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常

生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保

険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症

対応型通所介護又は第１号通所事業を利用することが著しく困難で

あると認められるときは、その者（養護者を含む）を、政令で定め

る基準に従い、老人デイサービスセンター若しくは省令で定める施

設に通わせ、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指

導その他の省令で定める便宜を供与する措置、又は介護保険法の規

定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型

通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その

他の政令で定める者（その者を現に養護する者を含む。）を特別養護

老人ホームその他の省令で定める施設に通わせ、入浴、排泄、食事

等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の省令で定める便宜を

供与する事業又は居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、

省令で定める施設において、省令で定める基準に従って、省令で定

める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(※１)

に供する施設 

○地域 

密着型 

施設 

△ 

 

 

老人短期 

入所事業 

に供する 

施設 

65 歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅に

おいて介護を受けることが一時的に困難となったものが、やむを得

ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予

防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認める

者、又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護

サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サー

ビス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホー

ムその他の省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業(※

２)に供する施設 

× △ 

小規模多 

機能型居 

宅介護事 

業に供す 

る施設 

65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常

生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保

険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能

型居宅介護を利用することが著しく困難であると認める者、又は介

護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介

護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域

密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者

につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、

それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は省令

で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該

拠点において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活を営む

のに必要な便宜であって省令で定めるもの及び機能訓練を供与する

事業に供する施設 

○ △ 
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認知症対 

応型老人 

共同生活 

援助事業 

に供する 

施設 

65 歳以上の者であって、認知症であるために日常生活を営むのに支

障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する認

知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を

利用することが著しく困難であると認める者、又は介護保険法の規

定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス

費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介

護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、

これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排泄、食事等

の介護その他の日常生活上の援助を行う事業に供する施設 

○ △ 

 

 

複合型サ 

ービス福 

祉事業に 

供する施 

設 

65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常

生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保

険法に規定する複合型サービスを利用することが著しく困難である

と認める者、又は介護保険法の規定による複合型サービスに係る地

域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者に

つき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リ

ハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテ

ーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護

又は小規模多機能型居宅介護を２種類以上組み合わせることにより

提供されるサービスのうち、当該訪問看護及び小規模多機能型居宅

介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されるこ

とが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサ

ービスとして省令で定めるものを供与する事業に供する施設 

○ △ 

老人デイ 

サービス 

センター 

老人デイサービス事業(※１のとおり)を行うことを目的とする施設 ○地域 

密着型 

施設 

△ 

 

老人短期 

入所施設 

老人短期入所事業(※２のとおり)を行うことを目的とする施設 × △ 

老人福祉 

センター 

無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、

老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのた

めの便宜を総合的に供与することを目的とする施設 

× △ 

 

老人介護 

支援セン 

ター 

地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に

養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を

行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者

を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人

福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進すること

を目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の省令で定める援

助を総合的に行うことを目的とする施設 

× △ 

介
護
保
険
法 

介護老人 

保健施設 

 

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上

の世話を行うことを目的とする施設（生計困難者に対して、無料又

は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させ

る事業に供する場合） 

× △ 

 

別表第２ 

医療施設 

 
種類 施設の概要 

法第34条 

第 1号該当 

法第34条 

第14号該当 

医
療
法 

病院 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業

を行う場所であって、２０人以上の患者を入院させるための施設 

× ▲ 

診療所 

 

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業

を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの

又は１９人以下の患者を入院させるための施設 

○ △ 

助産所 助産師が公衆又は特定多数人のためその業務（病院又は診療所にお

いてなすものを除く。）を行う場所 

○ △ 
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別表第３ 

学校 

 
種類 施設の概要 

法第34条 

第 1号該当 

法第34条 

第14号該当 

学
校
教
育
法 

幼稚園 義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、

幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達

を助長することを目的とする施設 

○ △ 

小学校 心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎

的なものを施すことを目的とする施設 

○ △ 

中学校 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育

として行われる普通教育を施すことを目的とする施設 

× △ 

高等学校 中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、

高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする施設 

× ▲ 

中等教育 

学校 

小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、

義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教

育を一貫して施すことを目的とする施設 

× ▲ 

特別支援 

学校 

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に

対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す

とともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る

ために必要な知識技能を授けることを目的とする施設 

× ▲ 

大学 学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門学芸を教

授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的と

する施設 

× ▲ 

高等専門 

学校 

深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的

とする施設 

× ▲ 

専修学校 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図

ることを目的とする施設 

× ▲ 

各種学校 学校教育に類する教育を行う施設 × ▲ 

 

附 則 

１ この改正提案基準は、平成 11年４月１日から施行する。 

２ 施行日の前日までに市町において受付された許可申請については、従前の提案基準に基づいて審査

を行うものとする。 

附 則 

１ この改正提案基準は、平成 13年５月 18日から施行する。 

２ 施行日の前日までに市町において受け付けられた許可の申請については、従前の提案基準に基づい

て審査を行うものとする。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 14年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 16年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 18年 11月 29日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 19年 11月 30日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 20年８月１日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 21年５月 29日から施行する。 
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附 則 

 この改正提案基準は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 24年 10月９日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 25年５月 20日から施行する。 

附 則 

 この改正提案基準は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正提案基準は、平成 27年 10月 15日から施行する。 

２ 施行日の前日までに市町において受け付けられた許可の申請については、従前の提案基準に基づい

て審査を行うものとする。 

附 則 

この改正提案基準は、平成 28年５月 20日から施行する。 

附 則 

この改正提案基準は、平成 29年 12月５日から施行する。 

附 則 

この改正提案基準は、平成 31年１月 10日から施行する。 

附 則 

この改正提案基準は、令和５年９月 28日から施行する。 

 


